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総合評価落札方式における
賃上げを実施する企業に対する

加点措置の実施状況
（令和4年11月末時点）

資料３



※北海道開発局、８地方整備局、沖縄総合事務局（農業・港湾空港関係を除く）を対象に集計。
※令和4年4月1日以降の契約案件であっても、入札手続きの開始時期が早く本制度対象外の工事あり。

総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置 実施状況

〇令和4年4月以降の契約案件を対象に「総合評価落札方式における賃上げを実施する企
業に対する加点措置」を開始。11月末までで3,714件の工事※が対象。

〇全工種合計で、実競争参加者のうち約６割（64%）、実績確認の対象となる落札者のうち約
７割（73%）が賃上げを表明。

件数・者数
対象工事件数 3,714件

のべ競争参加者数 20,674者

実競争参加者数 3,793者

うち、賃上げ表明者数 2,433者（約64%）

実落札者数 2,079者

うち、賃上げ表明者数 1,515者（約73％）
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賃上げ表明率が増加

【全工種合計】近年の直轄工事受注実績と賃上げ表明率

〇過去3年間で国交省直轄工事を安定的に受注している企業ほど、賃上げ表明率が高い傾向。

〇全工事平均で64％の賃上げ表明率に対し、近年、平均年1件（過去3年間で3件）以上の工事
を受注している企業は、77%が賃上げを表明。

【参考】（事業者への聞き取りの一例）

・県工事を中心に受注していることから、賃上げ表明を行わなかった。

年平均1件以上受注：77%の表明率
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【工種別評価】実競争参加者に占める賃上げ表明率

〇全工種平均 約64%の賃上げ表明率に対し、
・表明率の高い工種 ： 一般土木（78%）、アスファルト舗装(85%)、鋼橋上部(96%)、橋梁補修（83%）
・表明率の低い工種 ： 造園（37%）、電気設備(42%)、通信設備(41%) 等

〇公共需要の占める割合が高いと想定される工種は総じて表明率が高いが、維持修繕のみ
平均程度（64%）の表明率に留まる。

〇比較的民間需要の割合が高いと想定される工種は、表明率が低い傾向。
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【一般土木】等級別の賃上げ表明状況（8地方整備局）

〇８地方整備局の一般土木のうち、A等級は100%、B等級は90%、C等級は78%の表明率。

〇C等級のうち、過去3年間で年平均1件以上の工事を受注している企業は84％の表明率。
近年、安定的に国交省の工事を受注している企業については、積極的に賃上げを表明して
いる傾向。

〇一方で、過去の国交省直轄工事の受注頻度が少ない企業については表明割合も低い。
（年平均1件未満：表明率62%）

一般土木
等級

実競争
参加者

賃上げ
表明者 表明率

A等級 28者 28者 100%

B等級 40者 36者 90%

C等級 1,558者 1,217者 78%

D等級 47者 25者 53%

合計 1,673者 1,306者 78%

256
者

183
者

961
者

年平均※1件以上
表明率84%年平均※1件未満

表明率62%

Cランク実競争参加者：1,558者

賃上げ表明者:1,217者

一般土木Cの賃上げ表明状況

※ R1～R3年度の８地整の３年間の平均落札件数（全工種）※北海道・沖縄は等級分類が異なるため、8地整のみを対象に集計 4
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【維持修繕】賃上げ表明の状況

〇維持修繕については、賃上げ表明率が64%に留まり、一般土木（78%）を大きく下回る。

〇維持修繕のみを受注している業者に限ると40%の表明率にとどまっており、比較的競争性が
低い工種については賃上げ表明率が低くなると考えられる。

実競争
参加者 表明者 表明率

全工種 3,793者 2,433者 64%

一般土木 2,058者 1,604者 78%

維持修繕 994者 637者 64%

維持修繕のみ
（一般土木との
重複除き）

262者 106者 40%

■競争参加者数の割合

一般土木

維持修繕

1～2者参加
は約2割

1～2者参加
は約6割

2者参加
12%

1者参加
10% 2者参加

9%

3者以上
81%
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非表明者による落札状況の整理

〇全工事件数約3,714件（令和4年11月末時点）に対し、非表明者が表明者を上回る評価を
受けて落札したケースは約219件（約6%）。

〇全工事の平均落札率93.4%に対して、非表明者が表明者を上回る評価を受けた工事の
平均落札率は93.3%と、ほぼ同等程度の落札率となっている。

工事総件数
3,714件(100%)

表明者が
落札

2,861件（77%）
非表明者が
落札

853件(23%)

1者参加
334件(9%)

2者以上
参加

519件(14%)
表明者の
参加あり

350件(9%)

非表明者
のみ参加

169件(5%)

非表明者の
落札

219件(6%)

予定価超過
辞退 等

131件(4%)
技術点が
主な要因

163件(4.4%)
価格点が
主な要因

56件(1.5%)

平均落札率
93.4%

平均落札率
93.3%≒

→ほぼ同等程度の落札率

＜参考＞
■技術点が主な要因
・技術点：「非表明落札者」≧「表明１位」
■価格点が主な要因
・技術点：「非表明落札者」＜「表明１位」
・評価値：「非表明落札者」＞「表明１位」
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各県建設業協会へのヒアリング・アンケート調査

〇令和4年12月、全国47都道府県建設業協会に対し、賃上げ総合評価制度に関する
ヒアリング・アンケート調査を実施。

【制度への否定的意見】

〇制度の内容が複雑・わかりにくい （16）
〇過去に賃上げしてきた企業が不利で不平等 （3）
〇賃上げ目標がかえって低下する （3）
〇ペナルティがあると賃上げ表明しづらい （2）

【制度への肯定的意見】

〇賃上げの後押し、社員への還元 （18）
・賃上げの後押しになった。
・以前から取り組んでおり、受注機会が増大。
・社員のモチベーション向上 等

〇業界のイメージアップ、社員確保に有効 （2）

【賃上げを表明・実施できない理由】

〇当該年度の業績に左右されるため （29）
〇物価・資材価格高騰のため （16）
〇制度継続の場合、毎年の賃上げは困難 （16）
〇直轄工事以外の受注が中心のため （4）
〇直近で賃上げ済／既に十分な給与を支給 （5）

【その他】

〇制度がいつまでつづくのか不安 （22）
〇制度への誤解による意見・コメント （9）
・賞与が下がると総額で賃上げ目標に達しない
・期間雇用に変動が多く、平均が下がることもある
・定年後、再雇用すると給与が下がる 等

頂いた主なご意見 ※（）書きは当該意見をいただいた協会数、総数47。

※各県建設業協会において会員企業の意見（匿名）を集約し、地方整備局から協会に対しヒアリングを実施。
※意見集約対象企業数、企業選定の考え方、集約方法等は協会ごとに判断。協会の総意とは限らない。 7



賃上げ実績の確認に関する説明について

〇令和５年１月１日から、順次賃上げ実績の確認がスタート。
〇実績確認にあたり、国交省では本省・地方整備局から業界向け説明会を実施。
〇併せて、本制度・実績確認の柔軟な運用について周知し、改めて制度の普及を図っている。

国土交通省本省からの説明会（業界団体向け）

〇全国建設業協会 （令和4年12月14日）
〇建設コンサルタンツ協会 （令和4年12月16日）
〇全国地質調査業協会連合会 （ 同上 ）

〇日本建設業連合会 （令和4年12月19日）
〇日本道路建設業協会 （ 同上 ）

〇日本橋梁建設協会 （令和4年12月21日）
〇ダム・堰施設技術協会 （ 同上 ）

〇全国測量設計業協会連合会 （ 同上 ）

〇河川ポンプ施設技術協会 （令和4年12月23日）
〇日本造園建設業協会 （ 同上 ）

〇建設電気技術協会 （令和5年 1月17日） 等 8



賃上げ総合評価の実績確認方法について（概要）

〇賃上げ総合評価の実績確認にあたり、実績確認の窓口を代表地方整備局本局に一元化。
〇代表地整は、当該年度に賃上げ加点の上で契約関係にある地整から、企業側が選定。

STEP１
事前把握

STEP2
実績確認

企
業
等

A地整

B地整

a1事務所

a2事務所

a3事務所

b事務所

①事前把握書類の送付（郵送）

・事前把握における確認事項
・システムの操作方法等

②事前把握への回答（システム上で回答）

・代表地整の選定
・企業側の賃上げ対応窓口
・賃上げ期間の後倒し、前倒しの有無 等

各契約担当官と共有

企
業
等

Ａ
地
整

（
代
表
地
整
）

主な目的 ： 実績確認を行う代表地整と、企業等の双方の窓口確認

B地整

a1事務所

a2事務所

a3事務所

b事務所

④必要に応じた確認

・資料内容の確認
・追加確認資料提出 等

③実績確認書類の提出
（システム上で提出）

※STEP1、 STEP2ともに、国交省からの委託を受けた機関から問い合わせ・確認等を行うことがある。
各契約担当官と共有

国土交通省

国土交通省
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実績確認のスケジュールについて

賃上げ表明書にて記載した暦年・又は事業年度の終了日

事前把握書類・様式の送付（郵送）約2週間前
（※1）

0日（起算日）

約2週間後
（※1）

事前把握様式の回答期日
（システム上で回答）

3か月後(※2) 実績確認書類の提出期日（システム上で回答）

5か月後(※2) 契約担当官による判断期日

STEP

1

STEP

2

（※2）当初表明の暦年・事業年度から賃上げ期間を後倒しした場合には、賃上げ期間終了後から起算。
前倒し（事業年度のみ）した場合には、賃上げ期間終了後ではなく、事業年度終了日から起算。

約
1
ヶ
月

3
ヶ
月

2
ヶ
月

国土交通省⇒財務省 報告
次の四半期（4,7,10,1月）

の15日

（この間に、必要に応じ資料内容の追加確認）

（※1） 12月末までの賃上げ期間に対し、
11月の工事で落札した場合等、
賃上げ表明のタイミングによっては
送付時期が遅くなることがある。
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賃上げ実績の評価対象とし得る賃金・社員について

継続雇用社員
比較する２年間を連続雇用

していない社員
その他の雇用形態（※）

・・・

役員 正社員 休職者など 退職者 新入社員 再雇用
パート
アルバイト

所
定
内
給
与

基本給

・・・

各種手当
（ex.住宅手当、家族手当）

時間外手当

賞与

… …

：社員への支払い賃金の総額で評価する場合

：継続雇用している正社員への支給額で評価する場合

：時間外手当や賞与等を除いて評価する場合

：継続雇用社員の基本給の定期昇給等で評価する場合

○「評価対象社員」と「評価対象賃金」について、企業等の個別の事情に応じて柔軟に組合わ
せて評価することが可能。

※その他の企業固有の雇用形態や手当等については、制度の趣旨を踏まえて個別に対応。
※具体例については、国土交通省WEBサイトに掲載のQ＆A等も参照してください。
※制度の趣旨から意図的に逸脱することのないようご留意ください。

評価対象社員

評価対象賃金

①

②

③

④

① ②

③ ④

【
評
価
ケ
ー
ス
の
例
】

（※）その他の雇用形態についても、継続雇用社員等を評価対象とするかどうかは正社員に準じて判断可能。

・
・
・
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【参考】国土交通省WEBサイトにおける賃上げ総合評価の周知
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〇国土交通省WEBサイトにおいて、賃上げ総合
評価に関するこれまでの事務連絡、説明資料
等を掲載。

〇これまでにいただいたご質問等についても、
Q＆A形式で回答を掲載。

【掲載箇所】国土交通省ウェブサイト
URL: https://www.mlit.go.jp/tec/tec_fr_000101.html
QRコードによるアクセス：
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